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厚生労働省健康局健康課 
 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの製造販売業者による 
自主回収への対応について（情報提供） 

 
北里第一三共ワクチン株式会社製造の乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

（以下「MR ワクチン」という。）の自主回収については、「乾燥弱毒生麻しん風

しん混合ワクチンの製造販売業者による自主回収への対応について（協力依頼）」

（平成 27 年 10 月 30 日付健健発 1030 第 2 号厚生労働省健康局健康課長通知）

に基づき、対応をお願いしたところです。その際、同通知の別紙「自主回収の

対象ワクチンに関する見解」の情報提供を行ったところですが、本日、北里第

一三共ワクチン株式会社より、当該情報における別紙-1「回収ロット別の承認規

格値確認状況（平成 27 年 10 月 29 日時点）」について、情報の更新の連絡があ

ったので、追加して情報提供します。 
今後、北里第一三共ワクチン株式会社が自主回収を行っている MR ワクチン

の「回収ロット別の承認規格値確認状況」に関する情報は、北里第一三共ワク

チン株式会社ホームページ（http://www.daiichisankyo-kv.co.jp/）において適宜

更新される予定とのことですので、その旨ご了知いただき適宜ご活用いただく

とともに、貴管内市町村及び関係機関に対し、周知をよろしくお願いします。 
 


